
議案第１０号 

 

新市建設計画の変更について 

 

新市建設計画を別紙のとおり変更することについて、市町村の合併の特例

に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条第７項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

令和２年２月２７日提出 

 

                 愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の

特例に関する法律において、地方債を起こすことができる期間の特例が変更

されたことに伴い、新市建設計画の計画期間及び財政計画等の変更が必要で

あるからである。 
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     別紙 

新市建設計画を次のとおり変更する。 

変 更 後 変 更 前 

「本文中４ページ」 

第１章 はじめに 

２.計画策定の方針 

（４）計画の期間 

 本計画の期間は、合併年次である平成１７年度から令和

７年度までの計画とします。 

 なお、計画策定以降の社会経済情勢や財政状況等の変化

により、本計画の変更の必要性が生じた場合は、新市にお

いて変更を行う場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「本文中４ページ」 

第１章 はじめに 

２.計画策定の方針 

（４）計画の期間 

 本計画の期間は、合併年次である平成１７年度から平成 

３２年度までの計画とします。 

 なお、計画策定以降の社会経済情勢や財政状況等の変化

により、本計画の変更の必要性が生じた場合は、新市にお

いて変更を行う場合もあります。 
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変 更 後 変 更 前 

「本文中１８ページ」 

第３章 新市の将来ビジョン 

２.まちづくりの課題 

（２）現状からの人口・世帯数の推計 

 新市建設計画の目標年次である令和７年における人口、

年齢階層別人口及び世帯数を推計します。 

 

 

①人口推計 

国勢調査によると、海部西部４町村(佐屋町、立田村、八

開村、佐織町の合計)の人口は平成１２年まで増加の傾向に

あります。その後の人口は、平成１７年あたりまでは横ば

い傾向を維持していましたが、平成１７年あたりからは僅

かずつ減少の傾向に転じ、建設計画の目標年次である令和

７年には、約５８，５００人になると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「本文中１８ページ」 

第３章 新市の将来ビジョン 

２.まちづくりの課題 

（２）現状からの人口・世帯数の推計 

 新市建設計画の目標年次である平成３２年における人

口、年齢階層別人口及び世帯数を推計します。 

 

 

①人口推計 

国勢調査によると、海部西部４町村(佐屋町、立田村、八

開村、佐織町の合計)の人口は平成１２年まで増加の傾向に

あります。その後の人口は、平成１７年あたりまでは横ば

い傾向を維持していましたが、平成１７年あたりからは僅

かずつ減少の傾向に転じ、建設計画の目標年次である平成

３２年には、約６３，３００人になると推計されます。 
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変 更 後 変 更 前 
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変 更 後 変 更 前 

「本文中１９ページ」 

②年齢階層別人口の推計 
※年少人口割合及び※生産年齢人口割合は年々減少の傾向

にある一方、※老年人口割合は増加の傾向にあります。最終

的に目標年次において、老年人口は、全人口の約３２．３％

になると推計され、平成１２年と比較し約１６ポイント上

昇しています。反対に生産年齢人口は約１１ポイントと大

きく減少しています。 

  

 

 

「本文中１９ページ」 

②年齢階層別人口の推計 
※年少人口割合及び※生産年齢人口割合は年々減少の傾向

にある一方、※老年人口割合は増加の傾向にあります。最終

的に目標年次において、老年人口は、全人口の約３０．１％

になると推計され、平成１２年と比較し約１４ポイント上

昇しています。反対に生産年齢人口は約１０ポイントと大

きく減少しています。 
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変 更 後 変 更 前 

「本文中２０ページ」 

③世帯数の推計 

世帯数は、平成１２年の国勢調査で１９，０８９世帯と

なっております。一方、平均世帯人員は平成１２年で  

３．４４人／世帯となっており、平成２年の３．７９人／

世帯と比較すると年々減少傾向にあり、核家族化が進行し

ていることが伺えます。また、令和７年(２０２５年)には

２．６１人／世帯となるものと見込まれ、一層核家族化が

進むと考えられます。 

世帯数については、今後も増加し続け、総人口と平均世

帯人員から算出すると、令和７年(２０２５年)には   

約２２，４００世帯になることが推計されます。 

 
「本文中２０ページ」 

③世帯数の推計 

世帯数は、平成１２年の国勢調査で１９，１０３世帯と

なっており、人口と同じく増加傾向にあります。一方、平

均世帯人員は平成１２年で３．４３人／世帯となっており、

平成２年の３．７９人／世帯と比較すると年々減少傾向に

あり、核家族化が進行していることが伺えます。また、  

平成３２年(２０２０年)には２．７４人／世帯となるもの

と見込まれ、一層核家族化が進むと考えられます。 

世帯数については、今後も増加し続け、総人口と平均世

帯人員から算出すると、平成３２年(２０２０年)には  

約２３，１００世帯になることが推計されます。 
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変 更 後 変 更 前 
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変 更 後 変 更 前 

「本文中４９ページ」 

第７章 財政計画 

新市における財政計画は、合併年度の平成１７年度から

令和７年度までの財政見通しについて、歳入･歳出の項目

ごとに、過去の実績及び経済情勢などを勘案し、普通会計

ベースで作成しました。 

以下  （略） 

 

《歳 入》 

①  （略） 

② 地方交付税 

《普通交付税》 

・○○（略） 

・令和２年度までは合併算定替の段階的縮減を反映さ 

せ、令和３年度からは一本算定により推計 

・合併特例債の償還にかかる交付税措置分等を見込み算 

 定 

以下  （略） 

 

「本文中４９ページ」 

第７章 財政計画 

新市における財政計画は、合併年度の平成１７年度から

平成３２年度までの財政見通しについて、歳入･歳出の項

目ごとに、過去の実績及び経済情勢などを勘案し、普通会

計ベースで作成しました。 

以下  （略） 

 

《歳 入》 

①  （略） 

② 地方交付税 

《普通交付税》 

・○○（略） 

・算定の特例（合併算定替）により算定 

 

・合併特例債の償還にかかる交付税措置分や合併直後の 

臨時的経費に対する措置分（合併補正）を見込み算定 

以下  （略） 
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変 更 後 変 更 前 

③ 国庫支出金・県支出金 

・○○（略） 

 

 

④  （略） 

⑤ 地方債 

・合併特例債及び臨時財政対策債等を見込み算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 国庫支出金・県支出金 

・○○（略） 

・国の合併市町村補助金及び愛知県の市町村合併特例交 

付金を見込み算定 

④  （略） 

⑤ 地方債 

・合併特例債、減税補てん債及び臨時財政対策債を見込 

み算定 
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変 更 後 変 更 前 

「本文中５０ページ」 

《歳 出》 

① 人件費 

・○○（略） 

・一般職職員の削減は、令和元年度以降増減が少ないと 

見込み推計 

②～④  （略） 

⑤ 公債費 

・平成３０年度までの地方債に係る償還予定額を見込み 

算定 

・令和元年度以降の各種地方債の償還額見込みを加算 

⑥ 積立金 

・○○（略） 

 

 

⑦ 以下  （略） 

「本文中５０ページ」 

《歳 出》 

① 人件費 

・○○（略） 

・一般職職員の削減は、平成２６年度以降増減が少ない 

と見込み推計 

②～④  （略） 

⑤ 公債費 

・平成２５年度までの地方債に係る償還予定額を見込み 

算定 

・平成２６年度以降の各種地方債の償還額見込みを加算 

⑥ 積立金 

・○○（略） 

・合併後の市町村の振興のためのまちづくり推進基金創 

設に伴う基金積立を見込み算定 

⑦ 以下○○（略） 
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変 更 後 

「本文中５１ページ」 
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変 更 前 

「本文中５１ページ」 
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変 更 後 

「本文中５２ページ」 
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変 更 前 

「本文中５２ページ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


